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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像番組である映像コンテンツと広告データの管理を行うコンテンツサーバと、ユーザ
の要求を受け付けて映像コンテンツと当該映像コンテンツに応じた広告データを配信する
映像配信サーバと、広告枠メタデータを記憶する広告枠記憶部を備え、広告枠情報を管理
し、配信する広告を決定する広告枠管理サーバが、映像コンテンツを記憶するコンテンツ
記憶部，映像コンテンツに関する情報であるコンテンツメタデータを記憶するコンテンツ
メタデータ記憶部，映像である広告データを記憶する広告データ記憶部，時間帯・視聴者
情報・クライアント業態に関する禁則ルールを記憶する禁則ルール記憶部に通信線で各々
接続され、
前記コンテンツサーバと、前記映像配信サーバと、前記広告枠管理サーバと、配信事業者
が操作する配信事業者端末と、広告代理店事業者が操作する広告代理店事業者端末と、視
聴者が操作する視聴者端末と、コンテンツ事業者が操作するコンテンツ事業者端末と、が
ネットワークで接続されている広告挿入式映像配信システムであって、
　前記配信事業者端末が、
　コンテンツサーバからインサーションポイント情報を取得し、そのインサーションポイ
ント情報に含まれるインサーションポイントＩＤを広告枠メタデータに設定し、その広告
枠メタデータを広告枠管理サーバへ送信し登録する手段と、
を備え、
　前記コンテンツ事業者端末が、
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　映像コンテンツをコンテンツサーバへ送信し登録する手段と、
　コンテンツＩＤを含むコンテンツ情報，ならびにインサーションポイントＩＤとコンテ
ンツＩＤとインサーションポイント挿入位置を含むインサーションポイント情報を有する
コンテンツメタデータをコンテンツサーバへ送信し登録する手段と、
　インサーションポイントＩＤを生成し、その生成されたインサーションポイントＩＤを
含むインサーションポイント情報をコンテンツサーバに送信し登録する手段、
を備え、
　前記広告代理店事業者端末は、
　広告枠管理サーバに広告枠メタデータ取得要求を送信し、その広告枠管理サーバから広
告枠メタデータを取得する手段と、
　その広告枠メタデータに基づいて、購入する広告枠の決定指示を広告代理店事業者から
受ける手段と、
　その決定指示に基づいて、クライアントＩＤを含むクライアント情報を広告枠管理サー
バに対して送信する手段と、
を備え、
　前記視聴者端末が、
　配信要求を送信する手段と、
　映像コンテンツ及び広告データを受信する手段と、
を備え、
　前記コンテンツサーバが、
　受信した映像コンテンツをコンテンツ記憶部に記憶する手段と、
　受信したコンテンツメタデータをコンテンツメタデータ記憶部に記憶する手段と、
　受信したインサーションポイント情報をコンテンツメタデータ記憶部に記憶する手段と
、
を備え、
　前記広告枠管理サーバが、
　前記配信事業者端末からの要求に応じて、コンテンツメタデータ記憶部から取得したイ
ンサーションポイント情報を該配信事業者端末に送信する手段と、
　受信した広告枠メタデータ取得要求に基づいて広告枠記憶部から広告枠メタデータを取
得し、その検索された広告枠メタデータを送信する手段と、
　受信した広告枠メタデータを広告枠記憶部へ記憶する手段と、
　受信したクライアント情報を広告枠記憶部へ記憶する手段と、
を備え、
　前記映像配信サーバが、
　受信した配信要求に含まれるコンテンツＩＤに基づいて、コンテンツメタデータ記憶部
からコンテンツメタデータ、広告枠記憶部から広告枠メタデータをそれぞれ取得し、コン
テンツメタデータと広告枠メタデータに基づいて決定された広告データ候補に対して禁則
ルール記憶部の禁則ルールを適用してユーザ提示の可否を判定し、否定的な判定結果であ
れば事前指定の広告データに差し替えてプレイリストを作成し、そのプレイリストに従っ
てコンテンツ記憶部から映像コンテンツ、広告データ記憶部から広告データを送信する手
段と、
を備え、
　前記コンテンツ事業者端末が、
　コンテンツ事業者ＩＤ，コンテンツＩＤ，インサーションポイント挿入位置に基づいた
データに対し、ハッシュ関数を適応し、ハッシュ値を取得し、そのハッシュ値に対し、コ
ンテンツ事業者ＩＤに対応した暗号鍵で暗号化し、暗号化されたハッシュ値をインサーシ
ョンポイントＩＤと見做し生成する手段と、を備え、
　前記広告代理店事業者端末が、
　コンテンツサーバからコンテンツメタデータを取得する手段と、
　コンテンツメタデータからコンテンツＩＤ，コンテンツ事業者ＩＤ，インサーションポ
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イント挿入位置、広告枠メタデータからインサーションポイント識別ＩＤ、を読み取り、
コンテンツ事業者ＩＤ，コンテンツＩＤ、インサーションポイント挿入位置に基づいたデ
ータに対しハッシュ関数を用いて第１ハッシュ値を作成する手段と、
　コンテンツ事業者ＩＤに対応した復号鍵を用いて前記広告枠メタデータのインサーショ
ンポイントＩＤを復号し第２ハッシュ値を取得し、第１ハッシュ値と第２ハッシュ値を比
較し、第１ハッシュ値と第２ハッシュ値が一致した場合、そのインサーションポイントＩ
Ｄを含むインサーション情報が広告枠として適正に販売されているものと見做す検証手段
と、
　前記検証手段の結果に基づいて広告枠を示すインサーションポイントＩＤを決定する手
段と、
を備え、
　前記広告枠管理サーバが、
　前記広告代理店事業者端末から広告枠の指定があれば、前記禁則ルール記憶部に記憶さ
れた禁則ルールを参照して該指定された広告枠が販売可能か否かを判定する禁則処理手段
と、
　前記禁則処理手段の判定結果に応じて広告枠の確定を行う広告枠管理手段と、
を備える
　ことを特徴とする広告挿入式映像配信システム。
【請求項２】
　映像番組である映像コンテンツと広告データの管理を行うコンテンツサーバと、ユーザ
の要求を受け付けて映像コンテンツと当該映像コンテンツに応じた広告データを配信する
映像配信サーバと、広告枠メタデータを記憶する広告枠記憶部を備え、広告枠情報を管理
し、配信する広告を決定する広告枠管理サーバが、映像コンテンツを記憶するコンテンツ
記憶部，映像コンテンツに関する情報であるコンテンツメタデータを記憶するコンテンツ
メタデータ記憶部，映像である広告データを記憶する広告データ記憶部，時間帯・視聴者
情報・クライアント業態に関する禁則ルールを記憶する禁則ルール記憶部に通信線で各々
接続され、
前記コンテンツサーバと、前記映像配信サーバと、前記広告枠管理サーバと、配信事業者
が操作する配信事業者端末と、広告代理店事業者が操作する広告代理店事業者端末と、視
聴者が操作する視聴者端末と、コンテンツ事業者が操作するコンテンツ事業者端末と、が
ネットワークで接続されている広告挿入式映像配信システムであって、
　前記配信事業者端末が、
　コンテンツサーバからインサーションポイント情報を取得し、そのインサーションポイ
ント情報に含まれるインサーションポイントＩＤを広告枠メタデータに設定し、その広告
枠メタデータを広告枠管理サーバへ送信し登録する手段と、
を備え、
　前記コンテンツ事業者端末が、
　映像コンテンツをコンテンツサーバへ送信し登録する手段と、
　コンテンツＩＤを含むコンテンツ情報，ならびにインサーションポイントＩＤとコンテ
ンツＩＤとインサーションポイント挿入位置を含むインサーションポイント情報を有する
コンテンツメタデータをコンテンツサーバへ送信し登録する手段と、
　インサーションポイントＩＤを生成し、その生成されたインサーションポイントＩＤを
含むインサーションポイント情報をコンテンツサーバに送信し登録する手段、
を備え、
　前記広告代理店事業者端末は、
　広告枠管理サーバに広告枠メタデータ取得要求を送信し、その広告枠管理サーバから広
告枠メタデータを取得する手段と、
　その広告枠メタデータに基づいて、購入する広告枠の決定指示を広告代理店事業者から
受ける手段と、
　その決定指示に基づいて、クライアントＩＤを含むクライアント情報を広告枠管理サー
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バに対して送信する手段と、
を備え、
　前記視聴者端末が、
　配信要求を送信する手段と、
　映像コンテンツ及び広告データを受信する手段と、
を備え、
　前記コンテンツサーバが、
　受信した映像コンテンツをコンテンツ記憶部に記憶する手段と、
　受信したコンテンツメタデータをコンテンツメタデータ記憶部に記憶する手段と、
　受信したインサーションポイント情報をコンテンツメタデータ記憶部に記憶する手段と
、
を備え、
　前記広告枠管理サーバが、
　前記配信事業者端末からの要求に応じて、コンテンツメタデータ記憶部から取得したイ
ンサーションポイント情報を該配信事業者端末に送信する手段と、
　受信した広告枠メタデータ取得要求に基づいて広告枠記憶部から広告枠メタデータを取
得し、その検索された広告枠メタデータを送信する手段と、
　受信した広告枠メタデータを広告枠記憶部へ記憶する手段と、
　受信したクライアント情報を広告枠記憶部へ記憶する手段と、
を備え、
　前記映像配信サーバが、
　受信した配信要求に含まれるコンテンツＩＤに基づいて、コンテンツメタデータ記憶部
からコンテンツメタデータ、広告枠記憶部から広告枠メタデータをそれぞれ取得し、コン
テンツメタデータと広告枠メタデータに基づいて決定された広告データ候補に対して禁則
ルール記憶部の禁則ルールを適用してユーザ提示の可否を判定し、否定的な判定結果であ
れば事前指定の広告データに差し替えてプレイリストを作成し、そのプレイリストに従っ
てコンテンツ記憶部から映像コンテンツ、広告データ記憶部から広告データを送信する手
段と、
を備え、
　前記コンテンツ事業者端末が、
　コンテンツ事業者ＩＤ，コンテンツＩＤ，インサーションポイント挿入位置に基づいた
データに対し、ハッシュ関数を適応し、ハッシュ値を取得し、そのハッシュ値に対し、コ
ンテンツ事業者ＩＤに対応した暗号鍵で暗号化し、暗号化されたハッシュ値をインサーシ
ョンポイントＩＤと見做し生成する手段と、を備え、
　前記広告枠管理サーバが、
　広告枠管理サーバに備えられた記憶部からコンテンツメタデータを取得する手段と、
　広告枠メタデータを取得する手段と、
　前記取得されたコンテンツメタデータからコンテンツＩＤ，コンテンツ事業者ＩＤ，イ
ンサーションポイント挿入位置、広告枠メタデータからインサーションポイント識別ＩＤ
、を読み取り、コンテンツ事業者ＩＤ，コンテンツＩＤ、インサーションポイント挿入位
置に基づいたデータに対しハッシュ関数を用いて第１ハッシュ値を作成する手段と、
　コンテンツ事業者ＩＤに対応した復号鍵を用いて、前記広告枠メタデータのインサーシ
ョンポイントＩＤを復号し第２ハッシュ値を取得し、第１ハッシュ値と第２ハッシュ値を
比較し、第１ハッシュ値と第２ハッシュ値が一致した場合、そのインサーションポイント
ＩＤを含むインサーション情報が広告枠として適正に販売されているものと見做す検証手
段と、
　前記検証手段の結果に基づいて広告枠を示すインサーションポイントＩＤを決定する手
段と、
　前記広告代理店事業者端末から広告枠の指定があれば、前記禁則ルール記憶部に記憶さ
れた禁則ルールを参照して該指定された広告枠が販売可能か否かを判定する禁則処理手段
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と、
　前記禁則処理手段の判定結果に応じて広告枠の確定を行う広告枠管理手段と、
を備える
　ことを特徴とする広告挿入式映像配信システム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の広告挿入式映像配信システムにおいて、
　前記配信事業者端末が、
　該配信事業者端末に備えられた記憶部に記憶されたインサーションポイント情報を取得
し、そのインサーションポイント情報に含まれるインサーションポイントＩＤを広告枠メ
タデータに設定し、その広告枠メタデータを広告枠管理サーバへ送信し登録する手段、
を備えることを特徴とする広告挿入式映像配信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク上で、映像コンテンツに伴って広告を配信するシステムに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ＶＯＤ（Ｖｉｄｅｏ　Ｏｎ　Ｄｅｍａｎｄ）やインターネット放送での動画広告
配信（例えば、非特許文献１参照）においては、配信事業者にて設定した広告枠を広告主
に販売し、購入が決まった広告枠について、広告主の要望を基にＣＭ（Ｃｏｍｍｅｒｃｉ
ａｌ　Ｍｅｓｓａｇｅ）を配信している。
【０００３】
　また、前述の動画広告配信に関する技術において、映像コンテンツデータ（以下、単に
コンテンツという）と広告データを記憶する手段を備え、配信事業者が設定した広告枠を
購入した広告主の広告データを、ユーザからの要求に応じてコンテンツの配信時に、その
都度、記憶手段から読み出して配信するシステム（例えば、特許文献１参照）が提案され
ている。
【特許文献１】特開２００３－１６９３１１号公報（段落［００１３］～［００１７］等
）。
【非特許文献１】株式会社ＵＳＥＮ、“ＧｙａＯ”、［ｏｎｌｉｎｅ］、平成１８年、株
式会社ＵＳＥＮ、［平成１８年３月１０日検索］、インターネット＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：
／／ｗｗｗ．ｇｙａｏ．ｊｐ／＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の動画広告配信に関する技術では、次のような問題点が発生していた。
【０００５】
　配信するコンテンツは、配信事業者が用意し、独自に広告枠等を設定するため、複数の
配信事業者にまたがった広告枠の取引を行うことは困難であった。
【０００６】
　各配信事業者がコンテンツホルダ（即ち、番組制作者やコンテンツ事業者）から独自に
コンテンツを調達し、そのコンテンツに関する情報や広告枠の情報を設定していた。その
ため、同じコンテンツでも配信事業者が異なれば付随する情報も異なり、コンテンツの流
通に障害をもたらしていた。さらに、広告が入るタイミング、広告が入る回数なども異な
ることになるため、同じコンテンツを再利用するなどのコンテンツの流通にも障害を有し
ていた。
【０００７】
　配信事業者が独自に広告を挿入していたため、コンテンツホルダ側のコンテンツに対す
る意図が阻害される恐れがあった。



(6) JP 4939859 B2 2012.5.30

10

20

30

40

50

【０００８】
　本発明は、前記課題に基づいてなされたものであって、コンテンツならびに広告枠を統
一的に扱うことができ、コンテンツ流通を促進できる広告挿入式映像配信システムを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、前記課題の解決を図るために、請求項１記載の発明は、映像番組である映像
コンテンツと広告データの管理を行うコンテンツサーバと、ユーザの要求を受け付けて映
像コンテンツと当該映像コンテンツに応じた広告データを配信する映像配信サーバと、広
告枠メタデータを記憶する広告枠記憶部を備え、広告枠情報を管理し、配信する広告を決
定する広告枠管理サーバが、映像コンテンツを記憶するコンテンツ記憶部，映像コンテン
ツに関する情報であるコンテンツメタデータを記憶するコンテンツメタデータ記憶部，映
像である広告データを記憶する広告データ記憶部，時間帯・視聴者情報・クライアント業
態に関する禁則ルールを記憶する禁則ルール記憶部に通信線で各々接続され、前記コンテ
ンツサーバと、前記映像配信サーバと、前記広告枠管理サーバと、配信事業者が操作する
配信事業者端末と、広告代理店事業者が操作する広告代理店事業者端末と、視聴者が操作
する視聴者端末と、コンテンツ事業者が操作するコンテンツ事業者端末と、がネットワー
クで接続されている広告挿入式映像配信システムであって、前記配信事業者端末が、コン
テンツサーバからインサーションポイント情報を取得し、そのインサーションポイント情
報に含まれるインサーションポイントＩＤを広告枠メタデータに設定し、その広告枠メタ
データを広告枠管理サーバへ送信し登録する手段と、を備え、前記コンテンツ事業者端末
が、映像コンテンツをコンテンツサーバへ送信し登録する手段と、コンテンツＩＤを含む
コンテンツ情報，ならびにインサーションポイントＩＤとコンテンツＩＤとインサーショ
ンポイント挿入位置を含むインサーションポイント情報を有するコンテンツメタデータを
コンテンツサーバへ送信し登録する手段と、インサーションポイントＩＤを生成し、その
生成されたインサーションポイントＩＤを含むインサーションポイント情報をコンテンツ
サーバに送信し登録する手段、を備え、前記広告代理店事業者端末は、広告枠管理サーバ
に広告枠メタデータ取得要求を送信し、その広告枠管理サーバから広告枠メタデータを取
得する手段と、その広告枠メタデータに基づいて、購入する広告枠の決定指示を広告代理
店事業者から受ける手段と、その決定指示に基づいて、クライアントＩＤを含むクライア
ント情報を広告枠管理サーバに対して送信する手段と、を備え、前記視聴者端末が、配信
要求を送信する手段と、映像コンテンツ及び広告データを受信する手段と、を備え、前記
コンテンツサーバが、受信した映像コンテンツをコンテンツ記憶部に記憶する手段と、受
信したコンテンツメタデータをコンテンツメタデータ記憶部に記憶する手段と、受信した
インサーションポイント情報をコンテンツメタデータ記憶部に記憶する手段と、
を備え、前記広告枠管理サーバが、前記配信事業者端末からの要求に応じて、コンテンツ
メタデータ記憶部から取得したインサーションポイント情報を該配信事業者端末に送信す
る手段と、受信した広告枠メタデータ取得要求に基づいて広告枠記憶部から広告枠メタデ
ータを取得し、その検索された広告枠メタデータを送信する手段と、受信した広告枠メタ
データを広告枠記憶部へ記憶する手段と、受信したクライアント情報を広告枠記憶部へ記
憶する手段と、を備え、前記映像配信サーバが、受信した配信要求に含まれるコンテンツ
ＩＤに基づいて、コンテンツメタデータ記憶部からコンテンツメタデータ、広告枠記憶部
から広告枠メタデータをそれぞれ取得し、コンテンツメタデータと広告枠メタデータに基
づいて決定された広告データ候補に対して禁則ルール記憶部の禁則ルールを適用してユー
ザ提示の可否を判定し、否定的な判定結果であれば事前指定の広告データに差し替えてプ
レイリストを作成し、そのプレイリストに従ってコンテンツ記憶部から映像コンテンツ、
広告データ記憶部から広告データを送信する手段と、を備え、前記コンテンツ事業者端末
が、コンテンツ事業者ＩＤ，コンテンツＩＤ，インサーションポイント挿入位置に基づい
たデータに対し、ハッシュ関数を適応し、ハッシュ値を取得し、そのハッシュ値に対し、
コンテンツ事業者ＩＤに対応した暗号鍵で暗号化し、暗号化されたハッシュ値をインサー
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ションポイントＩＤと見做し生成する手段と、を備え、前記広告代理店事業者端末が、コ
ンテンツサーバからコンテンツメタデータを取得する手段と、コンテンツメタデータから
コンテンツＩＤ，コンテンツ事業者ＩＤ，インサーションポイント挿入位置、広告枠メタ
データからインサーションポイント識別ＩＤ、を読み取り、コンテンツ事業者ＩＤ，コン
テンツＩＤ、インサーションポイント挿入位置に基づいたデータに対しハッシュ関数を用
いて第１ハッシュ値を作成する手段と、コンテンツ事業者ＩＤに対応した復号鍵を用いて
前記広告枠メタデータのインサーションポイントＩＤを復号し第２ハッシュ値を取得し、
第１ハッシュ値と第２ハッシュ値を比較し、第１ハッシュ値と第２ハッシュ値が一致した
場合、そのインサーションポイントＩＤを含むインサーション情報が広告枠として適正に
販売されているものと見做す検証手段と、前記検証手段の結果に基づいて広告枠を示すイ
ンサーションポイントＩＤを決定する手段と、を備え、前記広告枠管理サーバが、前記広
告代理店事業者端末から広告枠の指定があれば、前記禁則ルール記憶部に記憶された禁則
ルールを参照して該指定された広告枠が販売可能か否かを判定する禁則処理手段と、前記
禁則処理手段の判定結果に応じて広告枠の確定を行う広告枠管理手段と、を備えることを
特徴とする。
【００１２】
　請求項２記載の発明は、映像番組である映像コンテンツと広告データの管理を行うコン
テンツサーバと、ユーザの要求を受け付けて映像コンテンツと当該映像コンテンツに応じ
た広告データを配信する映像配信サーバと、広告枠メタデータを記憶する広告枠記憶部を
備え、広告枠情報を管理し、配信する広告を決定する広告枠管理サーバが、映像コンテン
ツを記憶するコンテンツ記憶部，映像コンテンツに関する情報であるコンテンツメタデー
タを記憶するコンテンツメタデータ記憶部，映像である広告データを記憶する広告データ
記憶部，時間帯・視聴者情報・クライアント業態に関する禁則ルールを記憶する禁則ルー
ル記憶部に通信線で各々接続され、前記コンテンツサーバと、前記映像配信サーバと、前
記広告枠管理サーバと、配信事業者が操作する配信事業者端末と、広告代理店事業者が操
作する広告代理店事業者端末と、視聴者が操作する視聴者端末と、コンテンツ事業者が操
作するコンテンツ事業者端末と、がネットワークで接続されている広告挿入式映像配信シ
ステムであって、前記配信事業者端末が、コンテンツサーバからインサーションポイント
情報を取得し、そのインサーションポイント情報に含まれるインサーションポイントＩＤ
を広告枠メタデータに設定し、その広告枠メタデータを広告枠管理サーバへ送信し登録す
る手段と、を備え、前記コンテンツ事業者端末が、映像コンテンツをコンテンツサーバへ
送信し登録する手段と、コンテンツＩＤを含むコンテンツ情報，ならびにインサーション
ポイントＩＤとコンテンツＩＤとインサーションポイント挿入位置を含むインサーション
ポイント情報を有するコンテンツメタデータをコンテンツサーバへ送信し登録する手段と
、インサーションポイントＩＤを生成し、その生成されたインサーションポイントＩＤを
含むインサーションポイント情報をコンテンツサーバに送信し登録する手段、を備え、前
記広告代理店事業者端末は、広告枠管理サーバに広告枠メタデータ取得要求を送信し、そ
の広告枠管理サーバから広告枠メタデータを取得する手段と、その広告枠メタデータに基
づいて、購入する広告枠の決定指示を広告代理店事業者から受ける手段と、その決定指示
に基づいて、クライアントＩＤを含むクライアント情報を広告枠管理サーバに対して送信
する手段と、を備え、前記視聴者端末が、配信要求を送信する手段と、映像コンテンツ及
び広告データを受信する手段と、を備え、前記コンテンツサーバが、受信した映像コンテ
ンツをコンテンツ記憶部に記憶する手段と、受信したコンテンツメタデータをコンテンツ
メタデータ記憶部に記憶する手段と、受信したインサーションポイント情報をコンテンツ
メタデータ記憶部に記憶する手段と、を備え、前記広告枠管理サーバが、前記配信事業者
端末からの要求に応じて、コンテンツメタデータ記憶部から取得したインサーションポイ
ント情報を該配信事業者端末に送信する手段と、受信した広告枠メタデータ取得要求に基
づいて広告枠記憶部から広告枠メタデータを取得し、その検索された広告枠メタデータを
送信する手段と、受信した広告枠メタデータを広告枠記憶部へ記憶する手段と、受信した
クライアント情報を広告枠記憶部へ記憶する手段と、を備え、前記映像配信サーバが、受
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信した配信要求に含まれるコンテンツＩＤに基づいて、コンテンツメタデータ記憶部から
コンテンツメタデータ、広告枠記憶部から広告枠メタデータをそれぞれ取得し、コンテン
ツメタデータと広告枠メタデータに基づいて決定された広告データ候補に対して禁則ルー
ル記憶部の禁則ルールを適用してユーザ提示の可否を判定し、否定的な判定結果であれば
事前指定の広告データに差し替えてプレイリストを作成し、そのプレイリストに従ってコ
ンテンツ記憶部から映像コンテンツ、広告データ記憶部から広告データを送信する手段と
、を備え、前記コンテンツ事業者端末が、コンテンツ事業者ＩＤ，コンテンツＩＤ，イン
サーションポイント挿入位置に基づいたデータに対し、ハッシュ関数を適応し、ハッシュ
値を取得し、そのハッシュ値に対し、コンテンツ事業者ＩＤに対応した暗号鍵で暗号化し
、暗号化されたハッシュ値をインサーションポイントＩＤと見做し生成する手段と、を備
え、前記広告枠管理サーバが、広告枠管理サーバに備えられた記憶部からコンテンツメタ
データを取得する手段と、広告枠メタデータを取得する手段と、前記取得されたコンテン
ツメタデータからコンテンツＩＤ，コンテンツ事業者ＩＤ，インサーションポイント挿入
位置、広告枠メタデータからインサーションポイント識別ＩＤ、を読み取り、コンテンツ
事業者ＩＤ，コンテンツＩＤ、インサーションポイント挿入位置に基づいたデータに対し
ハッシュ関数を用いて第１ハッシュ値を作成する手段と、コンテンツ事業者ＩＤに対応し
た復号鍵を用いて、前記広告枠メタデータのインサーションポイントＩＤを復号し第２ハ
ッシュ値を取得し、第１ハッシュ値と第２ハッシュ値を比較し、第１ハッシュ値と第２ハ
ッシュ値が一致した場合、そのインサーションポイントＩＤを含むインサーション情報が
広告枠として適正に販売されているものと見做す検証手段と、前記検証手段の結果に基づ
いて広告枠を示すインサーションポイントＩＤを決定する手段と、前記広告代理店事業者
端末から広告枠の指定があれば、前記禁則ルール記憶部に記憶された禁則ルールを参照し
て該指定された広告枠が販売可能か否かを判定する禁則処理手段と、前記禁則処理手段の
判定結果に応じて広告枠の確定を行う広告枠管理手段と、を備えることを特徴とする。
【００１３】
　請求項３記載の発明は、請求項１または２に記載の広告挿入式映像配信システムにおい
て、前記配信事業者端末が、該配信事業者端末に備えられた記憶部に記憶されたインサー
ションポイント情報を取得し、そのインサーションポイント情報に含まれるインサーショ
ンポイントＩＤを広告枠メタデータに設定し、その広告枠メタデータを広告枠管理サーバ
へ送信し登録する手段、を備えることを特徴とする。
【００１４】
　前記の請求項１．２の発明によれば、コンテンツ事業者がコンテンツ事業者端末を用い
て、インサーションポイント情報を設定できる。配信事業者が、配信事業者端末を用いて
インサーションポイント情報を、広告枠として設定できる。また、コンテンツ事業者ＩＤ
，コンテンツＩＤ，インサーションポイント挿入位置に基づいたハッシュ値を暗号化して
伝送できる。
【００１５】
　前記の請求項３の発明によれば、広告枠管理サーバを独立に運用できる。
【発明の効果】
【００１６】
　以上示したように請求項１及び２の発明によれば、コンテンツならびに広告枠を配信事
業者において統一的に扱うことができ、コンテンツの流通をより促進できる。また、広告
枠に関する情報に対する改ざんを防止できる。即ち、設定した広告枠に適切な広告が配信
されることを担保できる。
【００１７】
　前記の請求項３の発明によれば、広告枠管理サーバをネットワーク上に自由に配置でき
る。
【００１９】
　これらを以ってコンテンツ配信技術分野に貢献できる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２０】
　本実施形態における広告挿入式映像配信システムの構成を図１に基づいて説明する。
【００２１】
　本実施形態における広告挿入式映像配信システムは、映像コンテンツデータ（以下、単
にコンテンツという）と広告データの管理を行うコンテンツサーバ１１，広告枠を管理・
販売し、配信する広告を決定する広告枠管理サーバ１２，ユーザの要求を受け付け、コン
テンツと当該コンテンツに含まれる広告枠に対応した広告データをユーザに配信する映像
配信サーバ１３，広告枠情報を記憶する広告枠記憶部１６，広告映像を記憶するＣＭデー
タ記憶部１７，前記コンテンツのメタデータを記憶するコンテンツメタデータ記憶部１８
，映像であるコンテンツを記憶するコンテンツ記憶部１９を備える。なお、コンテンツサ
ーバ１１，広告枠管理サーバ１２，映像配信サーバ１３はネットワーク（例えば、インタ
ーネット）１００で接続されている。符号１６～１９で示される装置は、通信線またはネ
ットワーク（例えば、符号１０１で示される通信線）で接続されているものとする。
【００２２】
　また、本実施形態における広告挿入式映像配信システムは、コンテンツ事業者によって
操作されるコンテンツ事業者端末２，配信事業者端末３，広告代理店事業者によって操作
される広告代理店事業者端末４，視聴者が保有する視聴者端末５も備えている。また、配
信事業者端末３，コンテンツ事業者端末２，広告代理店事業者端末４，視聴者端末５はネ
ットワーク（例えば、インターネット）１００で接続されている。
【００２３】
　コンテンツサーバ１１は、コンテンツを管理するコンテンツ管理部１１ｂを備える。
【００２４】
　広告枠管理サーバ１２は、広告枠情報生成部１２ａ，広告枠管理部１２ｂを備える。
【００２５】
　広告枠情報生成部１２ａは、広告枠情報を生成する。
【００２６】
　広告枠管理部１２ｂは、要求に応じて次のような処理を行う。コンテンツメタデータ記
憶部１８からコンテンツメタデータを検索及び取得する。広告枠メタデータを広告枠記憶
部１６に登録する。広告枠記憶部１６に対して広告枠メタデータの検索及び取得を行う。
ＣＭデータＩＤ含むＣＭデータに関連するデータをＣＭデータ記憶部１７に記憶する。な
お、コンテンツメタデータ及び広告枠メタデータに関しては、後で説明する。
【００２７】
　映像配信サーバ１３は、配信管理部１３ａ，プレイリスト生成部１３ｂ，映像配信部１
３ｃを備える。
【００２８】
　配信管理部１３ａは、要求に応じて次のような処理を行う。コンテンツメタデータ記憶
部１８からコンテンツ情報Ｄ１ａを抽出し、配信可能なコンテンツの一覧を視聴者端末に
対して表示する。コンテンツ配信要求を受けると、視聴者端末に対し、ユーザプロファイ
ル送信要求を送信する。
【００２９】
　プレイリスト生成部１３ｂは、広告枠記憶部１６から当該コンテンツに含まれる広告枠
を抽出し、配信するＣＭデータの候補を抽出する。
【００３０】
　映像配信部１３ｃは、要求に沿って、コンテンツ記憶部１９、ＣＭデータ記憶部１７か
ら映像を順次読み出してストリーミングを行う。
【００３１】
　次に、本実施形態における広告挿入式映像配信システムの各記憶部を図２に基づいて説
明する。なお、各記憶部は、ハードディスク装置やメモリを含み、それらを使って記憶し
ても良い。
【００３２】
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　コンテンツ記憶部１９は、コンテンツを一意に識別するコンテンツＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉ
ｆｉｅｒ）と共に、コンテンツ（または、コンテンツの格納アドレス）を格納する。
【００３３】
　コンテンツメタデータ記憶部１８は、コンテンツＩＤと共にコンテンツに関わるコンテ
ンツ情報Ｄ１ａ（例えば、タイトル，ジャンル，キャスト，（番組制作者である）コンテ
ンツ事業者ＩＤ，製作時期）を記憶する。また、コンテンツメタデータ記憶部１８は、コ
ンテンツ内のコーナーメタデータ情報Ｄ１ｂ（例えば、コーナーのタイトル，ジャンル，
キャスト）も記憶してもよい。さらに、コンテンツメタデータ記憶部１８は、インサーシ
ョンポイント情報Ｄ１ｃ（例えば、インサーションポイントＩＤ，挿入位置）も記憶して
もよい。
【００３４】
　ＣＭデータ記憶部１７は、ＣＭデータＩＤ，クライアントＩＤ，ＣＭデータ（またはＣ
Ｍデータの格納アドレス）を格納する。
【００３５】
　広告枠記憶部１６は、広告枠メタデータを記憶する。なお、広告枠メタデータＤ２は下
記の情報から構成される。なお、広告枠メタデータは、ＸＭＬ（ｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ　
Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）で記述されても良い。
【００３６】
　広告枠情報（例えば、広告枠を一意に識別する広告枠ＩＤ，広告が挿入される位置を表
すインサーションポイントＩＤ，時間等）を記憶する。
【００３７】
　販売情報（例えば、広告枠の価格情報，推定視聴率情報）を記憶する。
【００３８】
　販売済み情報（例えば、クライアントに関するクライアント情報（例えば、当該広告枠
を購入した広告主（クライアント）のクライアントＩＤ、クライアントの業態））ならび
に広告情報（例えば、当該広告枠に挿入される広告を示すＣＭデータＩＤ等）を記憶する
。
【００３９】
　次に、図１中の各端末を図３乃至図６に基づいて説明する。なお、各端末は、例えば、
パーソナルコンピュータのような端末であって、端末利用者に対するインタフェース装置
（例えば、キーボード装置，ディスプレイ装置など）を有するものとする。
【００４０】
　図３中のコンテンツ事業者端末２は、コンテンツ事業者によって操作され、コンテンツ
を編集するコンテンツ編集部２ａ，インサーションポイントを生成するインサーションポ
イント生成部２ｂ，通信部２ｃを用い、コンテンツとなる映像素材を記憶するコンテンツ
素材記憶部２ｄや、コンテンツ情報Ｄ１ａ，コーナーメタデータ情報Ｄ１ｂ，インサーシ
ョンポイント情報Ｄ１ｃを記憶するコンテンツメタデータ記憶部にアクセスし、コンテン
ツに関する管理を行う。
【００４１】
　図４中の配信事業者端末３は、配信事業者によって操作され、通信部３ａを用い、コン
テンツ配信に関する通信を行う。
【００４２】
　図５中の広告代理店事業者端末４は、広告代理店事業者によって操作され、通信部４ａ
やインサーションポイントに付与された電子署名を検証する署名検証部４ｂを用い、ＣＭ
素材記憶部４ｃにアクセスして、コンテンツに挿入する広告に関する管理を行う。
【００４３】
　図６中の視聴者端末は、視聴者によって操作され、送信された映像を再生する映像再生
部５ａ，ユーザプロファイルを記憶するユーザプロファイル記憶部５ｂを有する。
【００４４】
　次に、本実施形態における広告挿入式映像配信システムで扱うコンテンツメタデータを
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図７に基づいて説明する。
【００４５】
　コンテンツＣＴは、映像コンテンツであり、コンテンツ内の時間におけるコンテンツ開
始からの経過時間によってコーナー（例えば、コーナーＣＮ１～ＣＮ３）に論理的に分割
できる。さらに、コーナーは、コーナー内の時間におけるコーナー開始からの経過時間に
よって任意に論理的に分割でき、その分割によってセグメント（例えば、セグメントｔ１
～ｔ６）に論理的に分割できる。なお、論理的な分割とは、コンテンツの実体データを分
割して記憶するわけではなく、分割として扱う箇所を別途に記憶しておくことである。
【００４６】
　コンテンツメタデータＤ１は、コンテンツ情報Ｄ１ａ，コーナーメタデータ情報Ｄ１ｂ
，インサーションポイント情報Ｄ１ｃから構成される。
【００４７】
　コンテンツ情報Ｄ１ａは、コンテンツＩＤ，タイトル，ジャンル，キャスト，コンテン
ツ事業者ＩＤ，製作時期などの情報から構成される。
【００４８】
　コーナーメタデータ情報Ｄ１ｂは、コーナーＩＤ，タイトル，ジャンル，キャスト，セ
グメント情報（セグメント数とセグメントの開始時間などの情報）から構成される。
【００４９】
　インサーションポイント情報Ｄ１ｃは、インサーションポイントＩＤ，コンテンツＩＤ
，インサーション挿入位置（インサーション挿入位置情報）から構成される。
【００５０】
　なお、コンテンツメタデータＤ１は、ＸＭＬで記述されても良い。
【００５１】
　本実施形態におけるコーナーに基づく番組の構成に関して図８に基づいて説明する。
【００５２】
　情報番組（即ち、コンテンツ）ＣＴ１は、映画コーナーＣＮ１，旅行コーナーＣＮ２，
ＴＶコーナーＣＮ３から構成されている。また、映画コーナーＣＮ１はセグメントｔ１、
旅行コーナーＣＮ２はセグメントｔ２～ｔ４、ＴＶコーナーＣＮ３はセグメントｔ５及び
ｔ６から構成されている。
【００５３】
　情報番組ＣＴ２は、セグメントＳ２～Ｓ５で構成された旅行コーナーＣＮ４を有してい
る。
【００５４】
　旅行コーナーＣＮ２と旅行コーナーＣＮ４を連結して、旅行の情報番組ＣＴ３を構成す
る。
【００５５】
　旅行の情報番組ＣＴ３は、セグメントに関する情報を引き継いでおり、そのセグメント
間をインサーションポイントに設定することもできる。
【００５６】
　本実施形態の広告配信サービスフローを図９に基づいて説明する。なお、以下の説明で
、図１乃至図７中の符号と同じものの説明は省略する。
【００５７】
　まず、コンテンツ事業者が、コンテンツ事業者端末２を用いてコンテンツＣＴを編集し
、インサーションポイント（例えば、インサーションポイントＩＳ１）を設定し、コンテ
ンツサーバ１１に登録する（Ｓ１０１：コンテンツ登録サービス）。
【００５８】
　次に、配信事業者が、配信事業者端末３を使って、登録されたコンテンツＣＴからイン
サーションポイントＩＳ１を抽出し、広告枠情報を付加して広告枠を広告枠管理サーバ１
２に登録する（Ｓ１０２：広告枠登録サービス）。
【００５９】
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　次に、広告代理店事業者が、広告代理店事業者端末４を使って、クライアントからの依
頼に基づき、登録された広告枠を購入し、配信するＣＭデータをコンテンツサーバ１１に
登録する（Ｓ１０３：広告枠決定サービス）。
【００６０】
　そして、視聴者端末５からの配信要求に基づき、映像配信サーバ１３が配信するコンテ
ンツＣＴと配信するＣＭデータを決定し、視聴者端末５へ配信する（Ｓ１０４：コンテン
ツ配信サービス）。
【００６１】
　本実施形態における広告挿入式映像配信システムでは、コンテンツ事業者，配信事業者
，広告代理店事業者等の様々なプレーヤーが広告枠を取り扱う中で、コンテンツ事業者が
意図したタイミングで広告が挿入されることを担保するために、以下のような広告挿入ポ
イント（以後、インサーションポイント（Ｉｎｓｅｒｔｉｏｎ　Ｐｏｉｎｔ）と称する）
方式を採用する。なお、以下の説明で、図１乃至図９中の符号と同じものの説明は省略す
る。
【００６２】
　事前に、コンテンツ事業者が管理するコンテンツ事業者端末２が、次のような処理を行
ってインサーションポイントの識別情報を作成する。
【００６３】
　まず、少なくとも、コンテンツを識別する識別情報（以下、コンテンツＩＤと称する）
、インサーションポイントの挿入位置（即ち、コンテンツの先頭からの位置（時間または
フレーム数））、コンテンツ事業者を識別する識別情報（以下、コンテンツ事業者ＩＤと
称する）を含むデータに対しハッシュ関数を適応し、ハッシュ値を取得する。
【００６４】
　次に、そのハッシュ値に対してコンテンツ事業者の保有する暗号鍵（例えば、公開鍵暗
号方式における秘密鍵）で電子署名を作成し、その電子署名をインサーションポイントの
識別情報（即ち、インサーションポイントＩＤ）と見做す。
【００６５】
　そして、コンテンツに関して、インサーションポイントを設定する。
【００６６】
　インサーションポイント方式に関する処理フローを説明する。
【００６７】
　予め、コンテンツ事業者は、コンテンツ事業者端末２を介して、コンテンツ，メタデー
タ（例えば、コンテンツメタデータ）をコンテンツデータ記憶部１９及びコンテンツメタ
データ記憶部１８を備えるコンテンツサーバ１１へ登録する。
【００６８】
　次に、コンテンツ事業者のコンテンツ事業者端末２が、上述のようにインサーションポ
イントＩＤを生成する。
【００６９】
　続いて、コンテンツ事業者端末２は、生成されたインサーションポイントＩＤを含むイ
ンサーションポイント情報Ｄ１ｃをコンテンツサーバ１１に登録する（Ｓ１０１）。
【００７０】
　次に、配信事業者によって管理される配信事業者端末３が、インサーションポイント情
報Ｄ１ｃを含むコンテンツメタデータＤ１を広告枠管理サーバ１２を介してコンテンツメ
タデータ記憶部から抽出する。なお、インサーションポイント情報Ｄ１ｃを含むコンテン
ツメタデータＤ１は、配信事業者端末３の記憶部に予め保存されてあり、その記憶部から
抽出しても良い。続いて、配信事業者端末３は、そのインサーションポイント情報Ｄ１ｃ
に含まれるインサーションポイントＩＤを広告枠メタデータＤ２に設定する。続いて、配
信事業者端末３は、その広告枠メタデータＤ２を広告枠管理サーバ１２を介して広告枠記
憶部１６へ登録する（Ｓ１０２）。
【００７１】
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　次に、広告代理店事業者の広告代理店事業者端末４は、広告枠管理サーバ１２の広告枠
記憶部１６から広告枠メタデータＤ２を広告枠ＩＤに基づいて取得する。なお、広告枠の
適正を検証する場合には、コンテンツサーバ１１のコンテンツメタデータ記憶部１８から
コンテンツメタデータＤ１も取得する。
【００７２】
　広告代理店事業者は、広告枠メタデータＤ２に基づいて、購入する広告枠を決定し、そ
の決定を広告代理店事業者端末４に指示する。なお、広告枠の適正を検証する場合には、
広告枠メタデータＤ２とその検証結果に基づいて、購入する広告枠が決定される。
【００７３】
　また、広告枠管理サーバ１２が、広告枠の適正を検証しても良い。
【００７４】
　広告枠の適正を検証する場合には、次のような処理を行う。
【００７５】
　まず、広告配信事業者の広告代理店事業者端末４または広告枠管理サーバ１２は、コン
テンツメタデータＤ１からコンテンツＩＤ，コンテンツ事業者ＩＤ，インサーションポイ
ント挿入位置、広告枠メタデータＤ２からインサーションポイントＩＤ、を読み取り、コ
ンテンツ事業者ＩＤ，コンテンツＩＤ、インサーションポイント挿入位置に基づいたデー
タに対しハッシュ関数（例えば、ＳＨＡ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｈａｓｈ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ
）１，ＭＤ（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｄｉｇｅｓｔ）５）を用いて第１ハッシュ値を作成する。
【００７６】
　次に、コンテンツ事業者ＩＤに対応した復号鍵（例えば、公開鍵暗号方式における公開
鍵；インターネット上の公開鍵サーバから取得した公開鍵）を用いて広告枠メタデータの
インサーションポイントＩＤを復号し第２ハッシュ値を取得し、第１ハッシュ値と第２ハ
ッシュ値を比較し、そのコンテンツ事業者ＩＤ，コンテンツＩＤ、インサーションポイン
ト挿入位置に関する正当性を検証（即ち、電子署名検証）する。その検証結果を以って、
そのインサーションポイント（即ち、インサーションポイント情報）が、広告枠として適
正に販売されているものか否かを確認した結果と見做す。
【００７７】
　なお、ハッシュ関数に関しては、次のような条件がある。結合する場合の順序は、ハッ
シュ値を作成する側とハッシュ値を検証する側で一致していること。ハッシュ値を作成す
る側とハッシュ値を検証する側で同一のハッシュ関数を使用すること。
【００７８】
　以上が、広告枠の適正を検証する処理である。
【００７９】
　続いて、広告代理店事業者端末４によって、広告枠の購入を決定する（即ち、クライア
ントＩＤ及び業態情報をクライアント情報に設定する）と、広告配信事業者の広告配信事
業者端末４にて購入登録を広告枠管理サーバ１２に対して行う（即ち、広告枠管理サーバ
１２に対してクライアント情報を送信する）（Ｓ１０３）。
【００８０】
　そして、映像配信サーバ１３は、視聴者端末５からの配信要求に含まれるコンテンツＩ
Ｄに基づいて、コンテンツメタデータ記憶部１８からコンテンツメタデータＤ１、広告枠
記憶部１６から広告枠メタデータＤ２をそれぞれ取得する。映像配信サーバ１３は、コン
テンツメタデータＤ１と広告枠メタデータＤ２に基づいて、配信するコンテンツと配信す
るＣＭデータを決定し、その決定結果に基づいてプレイリストを作成し、そのプレイリス
トに従って、コンテンツ記憶部１９からコンテンツ、ＣＭデータ記憶部１７から広告デー
タを視聴者端末５へ配信する（Ｓ１０４）。
【００８１】
　ここで、本実施形態の広告挿入式映像配信システムにおける各メタデータの関係を図１
０に基づいて詳細に説明する。
【００８２】
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　コンテンツ事業者は、コンテンツに関する情報（例えば、コンテンツＩＤ，コンテンツ
事業者ＩＤなど）からコンテンツ情報Ｄ１ａを作成する。なお、コンテンツＩＤ　Ｃｉｄ
（例えば、「０６ａｂ３７」）は、扱うコンテンツで一意になるように設定する。
【００８３】
　そのコンテンツ情報Ｄ１ａに関するコーナーメタデータ情報Ｄ１ｂをコーナーに関する
情報（例えば、コンテンツＩＤ，コーナーＩＤ，ジャンル）から作成する。なお、コーナ
ーメタデータ情報Ｄ１ｂには、コンテンツ情報Ｄ１ａのコンテンツＩＤ　Ｃｉｄと同じ値
（例えば、「０６ａｂ３７」）を設定する。また、コーナーメタデータ情報Ｄ１ｂのセグ
メントｔ１～ｔ３には、分割するために、例えば、コンテンツ先頭からの時間やフレーム
数を設定する。なお、セグメントは、セグメント自体の時間やセグメントに含まれるフレ
ーム数を設定しても良い。
【００８４】
　そして、コーナーメタデータ情報Ｄ１ｂに対応するインサーションポイント情報Ｄ１ｃ
を作成する。まず、インサーションポイント情報Ｄ１ｃのコンテンツＩＤ　Ｃｉｄは、コ
ンテンツ情報Ｄ１ａのコンテンツＩＤ　Ｃｉｄの値を設定する。インサーションポイント
位置ＩＳｔには、前記セグメントｔ１～ｔ３の中から所望のセグメントの値（または、セ
グメントの番号）を設定する。インサーションポイントＩＤ　ＩＳｄは、コンテンツＩＤ
　Ｃｉｄ，コンテンツ事業者ＩＤ　ＣＰｉｄ，インサーションポイント挿入位置ＩＳｔに
基づいたデータ（例えば、結合したデータ）をハッシュ関数に入力し、そのハッシュ関数
の出力値（ハッシュ値）に対してコンテンツ事業者の保有する暗号鍵（例えば、公開鍵暗
号方式における秘密鍵）で電子署名を作成し、その電子署名をインサーションポイントＩ
Ｄ　ＩＳｄに設定する。
【００８５】
　［第１実施例］
　第１実施例における広告挿入式映像配信システムの装置構成を図１１に基づいて説明す
る。
【００８６】
　第１実施例は、広告管理とコンテンツ配信を１つの装置（即ち、映像番組配信装置）で
行う形態である。
【００８７】
　第１実施例における広告挿入式映像配信システムは、映像番組配信装置１，コンテンツ
事業者端末２，映像番組配信装置１に備え付けられた配信事業者端末３，広告代理店事業
者端末４，視聴者が保有する視聴者端末５から構成される。また、映像番組配信装置１，
コンテンツ事業者端末２，広告代理店事業者端末４，視聴者端末５はネットワーク（例え
ば、インターネット）１００で接続されている。
【００８８】
　映像番組配信装置１は、コンテンツサーバ１１，広告枠管理サーバ１２，映像配信サー
バ１３，広告を配信する際に、本当に視聴者に配信してよいものであるか、禁則処理のた
めのルールを記憶した禁則ルール記憶部１４，広告代理店が広告枠の購入等を行う為に必
要な広告代理店プロファイル記憶部１５，広告枠記憶部１６，ＣＭデータ記憶部１７，コ
ンテンツメタデータ記憶部１８，コンテンツ記憶部１９，コンテンツ事業者情報を記憶す
るコンテンツ事業者プロファイル記憶部２０を備える。なお、符号１１～２０で示される
装置は、通信線またはネットワーク（例えば、符号１０１で示される通信線）で接続され
ているものとする。
【００８９】
　コンテンツサーバ１１内の認証処理部１１ａは、コンテンツ事業者からのアクセスを適
切に認証する。即ち、コンテンツ事業者端末２からコンテンツサーバ１にアクセスする際
、コンテンツ事業者プロファイル記憶部２０からコンテンツ事業者プロファイルを読み出
し、そのコンテンツ事業者プロファイルの内容に基づいて、コンテンツ事業者端末２から
入力されたＩＤ、パスワード認証処理行う。
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【００９０】
　広告枠管理サーバ１２は、禁則処理部１２ｃを備える。禁則処理部１２ｃは、禁則ルー
ル記憶部１４に記憶された禁則ルールを参照し、指定された広告枠が販売可能かどうかを
判断する。
【００９１】
　なお、図１２中の第１実施例における広告挿入式映像配信システムにおける各記憶部で
、図２中の符号と同じものの説明は省略する。
【００９２】
　コンテンツ事業者プロファイル記憶部２０は、コンテンツ事業者ＩＤとパスワードなど
を記憶する。
【００９３】
　広告代理店プロファイル記憶部１５は、広告代理店事業者端末４が映像番組配信装置１
の広告枠管理サーバ１２にアクセスするために、必要な広告代理店ＩＤやパスワード等を
記憶する。
【００９４】
　禁則ルール記憶部１４は、禁則ルール（例えば、時間帯，視聴者情報（例えば、年齢，
性別）、クライアント業態）を記憶する。
【００９５】
　第１実施例におけるコンテンツ登録サービス（Ｓ１０１）を図１３に基づいて詳細に説
明する。
【００９６】
　なお、コンテンツ登録サービスの前に実行されるコンテンツ事業者端末２に関する処理
を以下に説明する。
【００９７】
　まず、事前に、コンテンツ事業者はコンテンツ事業者端末２のコンテンツ編集部２ａを
操作し、コンテンツＣＴを編集して、コンテンツ素材記憶部２ｄに記録する。
【００９８】
　次に、コンテンツ情報Ｄ１ａ，コーナーメタデータ情報Ｄ１ｂをコンテンツメタデータ
Ｄ１として、コンテンツメタデータ記憶部２ｅに登録する。
【００９９】
　次に、インサーションポイント設定部２ｂによってＣＭを挿入することのできるインサ
ーションポイントＩＳを設定する。
【０１００】
　次に、インサーションポイントＩＳの挿入位置（例えば、コンテンツ先頭からの時間や
フレーム数），コンテンツＩＤ，コンテンツ事業者ＩＤを結合し、その結合したデータに
ハッシュ関数によってハッシュ値を作成する。
【０１０１】
　次に、コンテンツ事業者の暗号鍵（例えば、公開鍵暗号方式における秘密鍵）によって
電子署名を付与したインサーションポイントＩＤを生成する。
【０１０２】
　そして、コンテンツＩＤ，インサーションポイントＩＤ，インサーションポイントの挿
入位置（例えば、挿入時間）を含むインサーションポイント情報Ｄ１ｃをコンテンツメタ
データ記憶部２ｅに登録する。
【０１０３】
　以上で、コンテンツ登録サービス（Ｓ１０１）の前に実行されるコンテンツ事業者端末
２に関する処理は終了する。
【０１０４】
　コンテンツ登録サービス（Ｓ１０１）の本体処理を説明する。
【０１０５】
　まず、コンテンツサーバ１１にコンテンツ事業者端末２からのコンテンツ登録要求があ
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る（Ｍ１０１）と、コンテンツ管理部１１ｂは認証処理部１１ａを制御して、コンテンツ
事業者認証に関する処理を行う（Ｍ１０２）。例えば、コンテンツ事業者ＩＤ、パスワー
ドを入力する画面をコンテンツ事業者端末２に表示し、入力を促す処理である。
【０１０６】
　次に、コンテンツ事業者が入力したコンテンツ事業者ＩＤ、パスワードと、コンテンツ
事業者プロファイル記憶部２０に記憶された認証情報を取得し（Ｍ１０３）該認証情報と
照合し、正規のコンテンツ事業者である場合は、コンテンツ管理部１１ｂがコンテンツデ
ータ登録画面をコンテンツ事業者端末２に表示する（Ｍ１０４）。
【０１０７】
　次に、コンテンツ事業者は、コンテンツデータ登録画面にて、登録するコンテンツ素材
、ならびにコンテンツメタデータＤ１を指定し、コンテンツサーバ１１にアップロードす
る（Ｍ１０５）。
【０１０８】
　そして、コンテンツ管理部１１ｂがコンテンツ事業者端末２からのアップロードを受け
付けると、コンテンツメタデータＤ１をコンテンツメタデータ記憶部１８に、コンテンツ
素材をコンテンツ記憶部１９にそれぞれ記憶させる（Ｍ１０６，Ｍ１０７）。
【０１０９】
　第１実施例における広告枠登録サービス（Ｓ１０２）を図１４に基づいて詳細に説明す
る。
【０１１０】
　まず、広告枠管理サーバ１２が、配信事業者端末３からの広告枠作成要求を受ける（Ｍ
２０１）と、広告枠管理部１２ｂが、コンテンツサーバ１１によって登録されたコンテン
ツＣＴに関するメタデータを、コンテンツＣＴのコンテンツＩＤを条件にコンテンツメタ
データ記憶部１８から検索し、当該コンテンツＣＴに関するコンテンツメタデータＤ１か
らコンテンツ情報Ｄ１ａ，コーナーメタデータ情報Ｄ１ｂ，インサーションポイント情報
Ｄ１ｃを表示する（Ｍ２０３）。
【０１１１】
　次に、配信事業者は、配信事業者端末３を操作し、提示されたインサーションポイント
情報Ｄ１ｃの全てまたは一部に対し、広告枠メタデータＤ２（例えば、広告枠の価格情報
や推定視聴率情報など）を作成して広告枠管理サーバ１２に送信する（Ｍ２０４）。
【０１１２】
　次に、広告枠管理部１２ｂは当該コンテンツＣＴのコンテンツＩＤを含む広告枠メタデ
ータＤ２を広告枠記憶部１６に登録する（Ｍ２０５）。
【０１１３】
　第１実施例における広告枠決定サービス（Ｓ１０３）を図１５に基づいて詳細に説明す
る。
【０１１４】
　まず、広告枠管理サーバ１２に広告代理店事業者端末４からの広告枠決定要求がある（
Ｍ３０１）と、広告枠管理サーバ１２は広告代理店事業者認証に関する処理を行う（Ｍ３
０２）。例えば、広告代理店事業者ＩＤ、パスワードを入力する画面を広告代理店事業者
端末４に表示し、入力を促す処理である。
【０１１５】
　次に、広告代理店事業者が入力した広告代理店事業者ＩＤ、パスワードと、広告代理店
プロファイル記憶部１５に記憶された認証情報を取得し（Ｍ３０３）該認証情報と照合し
、正規の広告代理店事業者である場合は、広告枠管理サーバ１２が広告枠表示要求画面を
広告代理店事業者端末４に表示する。
【０１１６】
　次に、広告枠管理部１２ｂは、広告代理店事業者端末４からの広告枠表示要求がある（
Ｍ３０４）と、広告枠記憶部１６に対して広告枠メタデータＤ２の検索及び取得を行い（
Ｍ３０５）、現在登録されている広告枠について広告代理店事業者端末４に対して表示す
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る（Ｍ３０６）。
【０１１７】
　次に、広告代理店事業者は広告代理店事業者端末４を操作して、クライアントが希望す
る広告枠を指定し、クライアント情報（即ち、販売済み情報；クライアントＩＤ、業態等
の属性情報等）ならびにＣＭ素材データ、ターゲットとするユーザプロファイル情報を広
告枠管理サーバ１２に対して送信する（Ｍ３０７）。
【０１１８】
　なお、クライアント情報は、都度入力してもよいし、広告代理店事業者端末４か広告枠
管理サーバ１２にクライアントを複数記憶しておき、選択するようにしてもよい。
【０１１９】
　広告代理店事業者端末４は、広告枠メタデータＤ２に含まれるインサーションポイント
ＩＤを検証して、コンテンツ事業者が指定したインサーションポイントに正しく設定され
ているか正当性を確認してもよい。即ち、次のような処理を行う。広告枠情報に含まれる
インサーションポイントＩＤを、コンテンツ事業者（即ち、コンテンツ事業者ＩＤ）の暗
号鍵（例えば、秘密鍵）に対応した復号鍵（例えば、公開鍵）によって復号し、コンテン
ツメタデータ記憶部１８から読み取った情報（即ち、コンテンツ事業者ＩＤ、インサーシ
ョンポイントを作成した時に利用したコンテンツＩＤ、インサーションポイントの挿入位
置）のハッシュ値と比較する。
【０１２０】
　広告枠の指定は、例えば、コンテンツ単位に限らず、コーナーのジャンルごと、時間帯
、視聴者属性（嗜好、年齢、性別、閲覧履歴等）ごと、など様々な形で指定してもよい。
【０１２１】
　次に、広告代理店事業者端末４によって、広告枠の指定があると、禁則処理部１２ｃは
禁則ルール記憶部１４に記憶された禁則ルールを参照し（Ｍ３０８）、指定された広告枠
が販売可能かどうかを判断する。その禁則ルールに関する判断は、例えば、既に確定して
いる広告枠のクライアントＩＤ、業態情報に基づいて、当該コンテンツが競合するクライ
アントの広告枠を含むか否か、といった判断を行う。
【０１２２】
　禁則処理部１２ｃによって配信可能と判断された場合、広告枠管理部１２ｂは広告代理
店事業者端末４に対し、ＣＭデータ送信要求を送信する。
【０１２３】
　広告代理店事業者端末４は、ＣＭ素材記憶部から読み出したＣＭデータを広告枠管理サ
ーバに送信する。
【０１２４】
　そして、広告枠管理部１２ｂは広告代理店事業者端末４からＣＭデータを受信すると、
ＣＭデータを一意に識別可能なＣＭデータＩＤを付与し、当該ＣＭデータをＣＭデータ記
憶部１７に記憶する（Ｍ３１０）と共に、広告枠記憶部１６の当該広告枠に対し、クライ
アントＩＤ，ＣＭデータＩＤ，配信するユーザ属性を登録し、広告枠の確定を行う（Ｍ３
０９）。
【０１２５】
　第１実施例におけるコンテンツ配信サービス（Ｓ１０４）を図１６に基づいて詳細に説
明する。
【０１２６】
　まず、配信管理部１３ａは視聴者端末５からコンテンツ閲覧要求がある（Ｍ４０１）と
、コンテンツメタデータ記憶部１８からコンテンツ情報Ｄ１ａを抽出し（Ｍ４０２）、配
信可能なコンテンツの一覧を視聴者端末５に対して表示する（Ｍ４０３）。
【０１２７】
　次に、視聴者は視聴者端末５を操作して見たいコンテンツを選択し、当該コンテンツＩ
Ｄを含むコンテンツ配信要求を送信する（Ｍ４０４）。
【０１２８】
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　なお、コンテンツ配信要求は、上記のように配信可能なコンテンツの一覧から指定して
もよいし、直接ユーザがＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）
を入力することによって配信要求を行ってもよい。
【０１２９】
　次に、配信管理部１３ａは、ユーザからコンテンツ配信要求を受けると、視聴者端末５
に対し、ユーザプロファイル送信要求を送信する（Ｍ４０５）。
【０１３０】
　次に、視聴者端末５は映像配信サーバ１３からユーザプロファイル送信要求を受信する
と、ユーザプロファイル記憶部５ｂからユーザプロファイル情報を読み出し、映像配信サ
ーバ１３へ送信する（Ｍ４０６）。
【０１３１】
　次に、プレイリスト生成部１３ｂは、配信要求のあったコンテンツＩＤ、ユーザプロフ
ァイル情報から、広告枠記憶部１６から当該コンテンツに含まれる広告枠を抽出し、配信
するＣＭデータの候補を抽出する（Ｍ４０７）。
【０１３２】
　映像配信サーバ１３は、広告枠記憶部１６から配信要求のあったコンテンツＩＤに関連
する広告枠を抽出し、前記広告枠決定サービス（Ｓ１０３）において、ユーザ属性に応じ
た広告枠が設定されているか否かを確認する。
【０１３３】
　次に、ユーザ属性に応じた広告が設定されていない場合、当該広告枠に設定されたＣＭ
データをＣＭデータ候補とし、ユーザ属性に応じた広告が設定されている場合は視聴者端
末５から送信されたユーザプロファイルに応じたＣＭデータをＣＭデータ候補とする。
【０１３４】
　また、禁則ルール記憶部１４から禁則ルール取得し（Ｍ４０８）、ＣＭデータ候補が本
当に視聴要求のあったユーザに提示してよいＣＭか否かを判定し、問題があったＣＭを予
め指定されたＣＭに差し替えるなどの処理を行い、再生するプレイリストを決定し、視聴
者端末５に送信する（Ｍ４０９）。
【０１３５】
　プレイリスト生成部１３ｂは配信要求のあったコンテンツＩＤと、ユーザプロファイル
情報に基づいて広告枠記憶部１６から再生すべきＣＭデータの候補を抽出する。
【０１３６】
　また、禁則ルール記憶部１４から禁則ルール取得し、ＣＭデータ候補が本当に視聴要求
のあったユーザに提示してよいＣＭか否かを判定し、問題があったＣＭを予め指定された
ＣＭに差し替えるなどの処理を行い、再生するプレイリストを決定し、視聴者端末５に送
信する。
【０１３７】
　そして、視聴者端末５の映像再生部５ａは、映像配信サーバ１３から送られたプレイリ
ストに従い、映像配信サーバ１３に対し映像配信要求を送信し（Ｍ４１０）、映像配信部
１３ｃは、前記要求に沿って、コンテンツ記憶部１９、ＣＭデータ記憶部１７から映像を
順次読み出してストリーミングを行う（Ｍ４１１～Ｍ４１５）。
【０１３８】
　［第２実施例］
　第２実施例における広告挿入式映像配信システムの構成を図１７に基づいて説明する。
【０１３９】
　第２実施例は、広告管理を広告枠管理装置、コンテンツ配信をコンテンツ配信装置に分
離した形態である。
【０１４０】
　第２実施例における広告挿入式映像配信システムは、広告枠に関する情報を管理する広
告枠管理装置５１，コンテンツを配信するコンテンツ配信装置５２及び５３，広告代理店
事業者端末４，視聴者端末５，配信事業者端末３１及び３２から構成されている。
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【０１４１】
　なお、コンテンツ配信装置５３は、コンテンツ配信装置５２と同じ構成の装置である。
配信事業者端末３１及び３２は、配信事業者端末３と同じ構成の装置である。広告枠管理
装置５１，コンテンツ配信装置５２及び５３，広告代理店事業者端末４，視聴者端末５，
配信事業者端末３１及び３２は、ネットワーク１００で接続されている。
【０１４２】
　広告枠管理装置５１は、広告枠管理サーバ１２１，禁則ルール記憶部１４，広告代理店
プロファイル記憶部１５，広告枠記憶部１６，コンテンツ事業者プロファイル記憶部２０
から構成される。なお、広告枠管理サーバ１２１は、広告枠管理サーバ１２にインサーシ
ョンポイント署名検証部１２ｄが追加されたものである。広告枠管理装置５１を構成する
各装置や各部は、通信線１０２で接続されている。
【０１４３】
　インサーションポイント署名検証部１２ｄは、当該広告枠がコンテンツ事業者によって
設定された正しいインサーションポイントであるか否かを検証するものである。
【０１４４】
　コンテンツ配信装置５２は、コンテンツサーバ１１，映像配信サーバ１３，ＣＭデータ
記憶部１７，コンテンツメタデータ記憶部１８，コンテンツ記憶部１９から構成されてい
る。なお、コンテンツ配信装置５２を構成する各装置や各部は、通信線１０３で接続され
ている。
【０１４５】
　また、図１８中の第２実施例における広告挿入式映像配信システムにおける各記憶部で
、図２及び図１２中の符号と同じものの説明は省略する。
【０１４６】
　第２実施例におけるコンテンツ登録サービス（Ｓ１０１）は、第１実施例におけるコン
テンツ登録サービス（Ｓ１０１）に準ずるため、説明を省略する。
【０１４７】
　第２実施例における広告枠登録サービス（Ｓ１０２）を図１９に基づいて詳細に説明す
る。
【０１４８】
　配信事業者は配信事業者端末３１を操作し、コンテンツ事業者ＩＤ、予め登録されたコ
ンテンツのコンテンツメタデータＤ１とともに、コンテンツメタデータＤ１の中に含まれ
るインサーションポイント情報Ｄ１ｃの全てまたは一部に対し、広告枠メタデータＤ２（
広告枠の価格情報や推定視聴率情報など）を作成して広告枠管理サーバ１２１に広告枠作
成要求として送信する（Ｍ５０１）。なお、インサーションポイント情報Ｄ１ｃを含むコ
ンテンツメタデータＤ１は、配信事業者端末３１の記憶部に予め保存されてあり、その記
憶部から抽出しても良い。
【０１４９】
　広告枠管理サーバ１２１が配信事業者端末３１からの広告枠作成要求を受けると、当該
広告枠がコンテンツ事業者によって設定された正しいインサーションポイントであるか否
かをインサーションポイント署名検証部１２ｄを操作して検証する。
【０１５０】
　検証結果が正しい場合、広告枠管理サーバ１２１の広告枠管理部１２ｂは当該コンテン
ツのコンテンツメタデータＤ１と共に、広告枠メタデータＤ２として広告枠記憶部１６に
登録する（Ｍ５０２）。
【０１５１】
　第２実施例における広告枠決定サービス（Ｓ１０３）を図２０に基づいて詳細に説明す
る。
【０１５２】
　メッセージＭ６０１～Ｍ６０３に関する処理は、メッセージＭ３０１～Ｍ３０３と同様
であるため、説明を省略する。
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【０１５３】
　広告枠管理部１２ｂは、広告代理店事業者端末４からの広告枠表示要求がある（Ｍ６０
４）と、広告枠記憶部１６に対して広告枠メタデータＤ２の検索及び取得を行い（Ｍ６０
５）、現在登録されている広告枠について広告代理店事業者端末４に対して表示する（Ｍ
６０６）。
【０１５４】
　広告代理店事業者は、広告代理店事業者端末４を操作して、クライアントが希望する広
告枠を指定し、クライアント情報（クライアントＩＤ、業態等の属性情報等）ならびにＣ
Ｍ素材データ、ターゲットとするユーザプロファイル情報を広告枠管理サーバ５１へ送信
する（Ｍ６０７）。
【０１５５】
　なお、クライアント情報は、都度入力してもよいし、広告代理店事業者端末４か広告枠
管理サーバ１２１にクライアントを複数記憶しておき、選択するようにしてもよい。
【０１５６】
　広告枠管理サーバ１２１は、インサーションポイント検証部１２ｄを用いて、広告枠メ
タデータＤ２に含まれるインサーションポイントＩＤを検証して、コンテンツ事業者が指
定したインサーションポイントに正しく設定されているか否かの正当性を確認してもよい
。
【０１５７】
　広告枠情報に含まれるインサーションポイントＩＤを、コンテンツ事業者の暗号鍵（例
えば、秘密鍵）に対応した復号鍵（例えば、公開鍵）によって復号し、広告枠管理サーバ
１２１の記憶部に記憶されたインサーションポイントＩＤの作成時情報（コンテンツ事業
者ＩＤ，コンテンツＩＤ，インサーションポイントの挿入位置）を取得し、そのインサー
ションポイントＩＤの作成時情報に基づくハッシュ値と比較する。
【０１５８】
　広告枠の指定は、コンテンツ単位に限らず、コーナーのジャンルごと、時間帯、視聴者
属性（嗜好、年齢、性別、閲覧履歴等）ごと、など様々な形で指定してもよい。
【０１５９】
　広告代理店事業者端末４によって、広告枠の指定があると、禁則処理部１２ｃは禁則ル
ール記憶部１４に記憶された禁則ルールを参照し（Ｍ６０８）、指定された広告枠が販売
可能かどうかを判断する。
【０１６０】
　その禁則ルールに関する判断は、例えば、既に確定している広告枠のクライアントＩＤ
、業態情報に基づいて、当該コンテンツが競合するクライアントの広告枠を含むか否か、
といった判断を行う。
【０１６１】
　禁則処理部１２ｃによって配信可能と判断された場合、当該ＣＭを一意に識別するＣＭ
データＩＤを発行し、広告枠記憶部１６の当該広告枠に対し、クライアントＩＤ、ＣＭデ
ータＩＤ、ならびに配信するユーザ属性を登録し、広告枠の確定を行う（Ｍ６０９）。
【０１６２】
　次に、配信事業者のコンテンツ配信装置５２にＣＭデータの登録を行う（Ｍ６１０）。
即ち、広告代理店事業者は、コンテンツサーバ１１に対し、ＣＭデータ登録要求を送信す
ると、コンテンツサーバ１１は、広告代理店プロファイル記憶部１５に記憶された広告代
理店プロファイルを用いて認証処理を行う。
【０１６３】
　その認証処理の後、広告代理店事業者は広告代理店事業者端末４を操作し、先ほど確定
した広告枠に対応するＣＭデータＩＤ、クライアントＩＤ、とともにＣＭデータを送信す
る。
【０１６４】
　第２実施例におけるコンテンツ配信サービス（Ｓ１０４）を図２１に基づいて詳細に説
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明する。
【０１６５】
　映像配信サーバ１３の配信管理部１３ａは視聴者端末５からコンテンツ閲覧要求がある
（Ｍ７０１）と、コンテンツメタデータ記憶部１８からコンテンツ情報を抽出し（Ｍ７０
２）、配信可能なコンテンツの一覧を表示する（Ｍ７０３）。
【０１６６】
　視聴者は視聴者端末５を操作して見たいコンテンツを選択し、当該コンテンツＩＤを含
むコンテンツ配信要求を送信する（Ｍ７０４）。
【０１６７】
　なお、配信要求は、上記のように配信可能なコンテンツの一覧から指定してもよいし、
直接ユーザがＵＲＬを入力することによって配信要求を行ってもよい。
【０１６８】
　配信管理部１３ａは、ユーザからコンテンツ配信要求を受けると、視聴者端末５に対し
、ユーザプロファイル送信要求を送信する（Ｍ７０５）。
【０１６９】
　視聴者端末５は映像配信サーバ１３からユーザプロファイル送信要求を受信すると、ユ
ーザプロファイル記憶部５ｂからユーザプロファイル情報を読み出し、映像配信サーバ１
３に送信する（Ｍ７０６）。
【０１７０】
　プレイリスト生成部１３ｂは、配信要求のあったコンテンツＩＤ、ユーザプロファイル
情報を広告枠管理装置５１の広告枠管理サーバ１２１に送信する。
【０１７１】
　広告枠管理サーバ１２１では、広告枠記憶部１６から当該コンテンツに含まれる広告枠
を抽出し、配信するＣＭデータの候補を抽出する（Ｍ７０７）。
【０１７２】
　映像配信サーバ１３は、広告枠記憶部１６から配信要求のあったコンテンツＩＤに関連
する広告枠を抽出し、前記広告枠決定サービスにおいて、ユーザ属性に応じた広告枠が設
定されているか否かを確認する。
【０１７３】
　ユーザ属性に応じた広告が設定されていない場合、当該広告枠に設定されたＣＭデータ
をＣＭデータ候補とし、ユーザ属性に応じた広告が設定されている場合は視聴者端末５か
ら送信されたユーザプロファイルに応じたＣＭデータをＣＭデータ候補とする。
【０１７４】
　禁則ルール記憶部１４から禁則ルール取得し（Ｍ７０８）、ＣＭデータ候補が本当に視
聴要求のあったユーザに提示してよいＣＭか否かを判定し、問題があったＣＭを予め指定
されたＣＭに差し替えるなどの処理を行い、配信する広告を決定し、映像配信サーバ１３
に送信する。
【０１７５】
　映像配信サーバ１３のプレイリスト生成部１３ｂでは、視聴者が選択したコンテンツと
広告枠管理装置５１が決定したＣＭから再生するプレイリストを決定し、視聴者端末に送
信する（Ｍ７０９）。
【０１７６】
　視聴者端末５の映像再生部５ａは、映像配信サーバ１３から送られたプレイリストに従
い、映像配信サーバ１３に対し映像配信要求を送信し（Ｍ７１０）、映像配信部１３ａは
、前記要求に沿って、コンテンツ記憶部１９及びＣＭデータ記憶部１７から映像を順次読
み出してストリーミングを行う（Ｍ７１１～Ｍ７１５）。
【０１７７】
　なお、本発明は、ストリーミングに限らず、ユーザに映像データをダウンロードさせて
もよい。その場合、プレイリスト生成部１３ｂでは、視聴者が選択したコンテンツと広告
枠管理装置が決定したＣＭから再生するプレイリストを決定し、当該プレイリストに基づ
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いて映像をつなぎ合わせ、ユーザがダウンロードする映像データを作成する。視聴者端末
は当該映像データをネットワークを介してダウンロードし、メモリ（図示せず）もしくは
記憶媒体（図示せず）に記録し、映像再生部によって再生される。
【０１７８】
　以上、本発明において、記載された具体例に対してのみ詳細に説明したが、本発明の技
術思想の範囲で多彩な変形および修正が可能であることは、当業者にとって明白なことで
あり、このような変形および修正が特許請求の範囲に属することは当然のことである。
【０１７９】
　例えば、本実施形態の変形例として、共通鍵暗号方式を採用し、電子署名生成における
暗号鍵と電子署名検証における復号鍵に共通鍵を使っても良い。即ち、耐タンパー装置に
共通鍵を格納し、持ち回って使用するものである。
【図面の簡単な説明】
【０１８０】
【図１】本実施形態における広告挿入式映像配信システムの装置構成図。
【図２】本実施形態における広告挿入式映像配信システムの各記憶部を示す図。
【図３】本実施形態におけるコンテンツ事業者端末の構成図。
【図４】本実施形態における配信事業者端末の構成図。
【図５】本実施形態における広告代理店事業者端末の構成図。
【図６】本実施形態における視聴者端末の構成図。
【図７】本実施形態における広告挿入式映像配信システムで扱うコンテンツメタデータの
構成図。
【図８】本実施形態におけるコーナーに基づく番組の構成図。
【図９】本実施形態における広告配信サービスフローを示す図。
【図１０】本実施形態における広告挿入式映像配信システムにおける各メタデータの関係
図。
【図１１】第１実施例における広告挿入式映像配信システムの装置構成図。
【図１２】第１実施例における広告挿入式映像配信システムの各記憶部を示す図。
【図１３】第１実施例におけるコンテンツ登録サービスに関するシーケンス図。
【図１４】第１実施例における広告枠登録サービスに関するシーケンス図。
【図１５】第１実施例における広告枠決定サービスに関するシーケンス図
【図１６】第１実施例におけるコンテンツ配信サービスに関するシーケンス図。
【図１７】第２実施例における広告挿入式映像配信システムの装置構成図。
【図１８】第２実施例における広告挿入式映像配信システムの各記憶部を示す図。
【図１９】第２実施例における広告枠登録サービスに関するシーケンス図。
【図２０】第２実施例における広告枠決定サービスに関するシーケンス図。
【図２１】第２実施例におけるコンテンツ配信サービスに関するシーケンス図。
【符号の説明】
【０１８１】
　１…映像番組配信装置
　２…コンテンツ事業者端末
　２ａ…コンテンツ編集部
　２ｂ…インサーションポイント生成部
　２ｃ…通信部
　２ｄ…コンテンツ素材記憶部
　２ｅ…コンテンツメタデータ記憶部
　３，３１，３２…配信事業者端末
　３ａ…通信部
　４…広告代理店事業者端末
　４ａ…通信部
　４ｂ…インサーションポイント署名検証部
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　４ｃ…ＣＭ素材記憶部
　５…視聴者端末
　５ａ…映像再生部
　５ｂ…ユーザプロファイル記憶部
　１１…コンテンツサーバ
　１１ａ…認証処理部
　１１ｂ…コンテンツ管理部
　１２，１２１…広告枠管理サーバ
　１２ａ…広告枠情報生成部
　１２ｂ…広告枠管理部
　１２ｃ…禁則処理部
　１２ｄ…インサーションポイント署名検証部
　１３…映像配信サーバ
　１３ａ…配信管理部
　１３ｂ…プレイリスト生成部
　１３ｃ…映像配信部
　１４…禁則ルール記憶部
　１５…広告代理店プロファイル記憶部
　１６…広告枠記憶部
　１７…ＣＭデータ記憶部
　１８…コンテンツメタデータ記憶部
　１９…コンテンツ記憶部
　２０…コンテンツ事業者プロファイル記憶部
　５１…広告枠管理装置
　５２，５２…コンテンツ配信装置
　１００…ネットワーク
　１０１～１０３…通信線
　ＣＴ…コンテンツ
　ＣＴ１～ＣＴ３…情報番組
　ＣＮ１～ＣＮ４…コーナー
　ＩＳ，ＩＳ１～５…インサーションポイント
　Ｄ１…コンテンツメタデータ
　Ｄ１ａ…コンテンツ情報
　Ｄ１ｂ…コーナーメタデータ情報
　Ｄ１ｃ…インサーションポイント情報
　Ｄ２…広告枠メタデータ
　ｔ１～ｔ６，Ｓ１～Ｓ６…セグメント
　Ｃｉｄ…コンテンツＩＤ
　ＩＳｔ…インサーションポイント挿入位置
　ＩＳｄ…インサーションポイントＩＤ
　ＣＰｉｄ…コンテンツ事業者ＩＤ
　Ｈｓ…ハッシュ関数
　Ｋｓ…秘密鍵
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